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1. はじめに 
 

 連載第 9 回では、会社法に基づく届出事項等について解説致します 1。 

 

2. 会計報告 
 

 会社法上、会計報告に関する義務として、適正な会計帳簿の作成義務のほか、貸借対照表、損益計算書、監査報告書、取締

役報告書等の会計に関連する書類の作成義務が定められています。 

 

(1) 貸借対照表及び損益計算書 

 

 貸借対照表及び損益計算書は、原則として、各会計年度の末日から 9 か月以内に定時株主総会に提出することが必要と

されています。貸借対照表には、会計年度の末日時点における会社の状況を適切かつ公正に反映した資産、資本及び負

債の概要を記載する必要があります。他方、損益計算書には、会計年度における損益の状況を適切かつ公正に反映するこ

とが必要とされます。 

 貸借対照表及び損益計算書は、マネージング・ディレクターを含む最低 2 名以上の取締役によって署名されなければなり

ません。 

 

(2) 監査報告書 

 

 監査報告書は、毎年定時株主総会に提出することが必要とされています。監査報告書は、貸借対照表及び損益計算書が

会社の状況を適切かつ公正に反映しているか否かの監査人の意見のほか、監査に当たって必要な情報開示の有無、適切

な会計帳簿作成の有無、貸借対照表及び損益計算書と会計帳簿との整合性等に関する監査人の意見も記載されます。 

 監査報告書は、担当監査人、又は担当監査人が法人の場合、同法人のパートナー(個人として監査人に就任可能な者)に

より署名されなければなりません。 

 

(3) 取締役報告書 

 

 取締役報告書は、定時株主総会に提出される貸借対照表に添付されなければならず、次の事項が記載されなければなり

ません。 

(i) 会社の状況 

(ii) 貸借対照表に計上された留保資金を確保するために取締役会が提案する金額 

(iii) 取締役会が推奨する配当金額 

(iv) 会社の財務状況に影響を与える、貸借対照表の作成時から当該報告書作成までの間に生じた変化 

                                                   
1  なお、連載第 1 回乃至第 8 回において定義した用語は、本稿においても同じ意味を有するものとします。 
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 なお、監査報告書上、監査人から留保等のネガティブな意見が記載された場合、取締役は、当該取締役報告書上におい

て、最大限の情報を提供し、説明を行うことが必要とされています。 

 

3. 届出書類 
 

 会計報告に関連する主な届出書類及びその提出期限等は、以下の通りです。 

 

届出事項 頻度 期限 提出先 

Schedule X 
(株主リスト及び事業概要) 

毎年 定時株主総会から 21 日以内 RJSC 

損益計算書 毎年 定時株主総会から 21 日以内 RJSC 
貸借対照表 毎年 定時株主総会から 21 日以内 RJSC 
Form 23B 
(監査人の選任、受諾又は受諾の拒否) 

毎年 定時株主総会から 30 日以内 RJSC 

Form VIII 
(特殊決議及び特別決議) 

決議後 特殊決議及び特別決議から 15 日以内 RJSC 

 

4. 会社帳簿 
 

 会計報告に関する書類のほか、会社法上、会社にて作成することが必要とされている書類には、次の帳簿が含まれます。 

(i) 株主名簿 

(ii) 株式移転登録 

(iii) 株主総会議事録 

(iv) 取締役会議事録 

(v) 取締役名簿 

(vi) 利害関係開示登録簿 

(vii) 担保(Mortgage 又は Charge)を設定する法律証書の写し 

(viii) 担保(Mortgage 及び Charge)に係る登録簿 

(ix) 社債権者原簿 

(次号に続く) 

 

 

 
  

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 

また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 

 

西村あさひ法律事務所 広報室 E-mail  
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